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            主     文 

       原判決を破棄する。 

       本件を東京高等裁判所に差し戻す。 

            理     由 

上告代理人中下裕子ほかの上告受理申立て理由（ただし、排除されたものを除

く。）について 

１ 本件は、上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成２８

年法律第５１号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。）に基づき、消

費者庁長官に対し、平成２７年度に消費者庁が外部の機関（以下「本件検証機関」

という。）に委託した、機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業

（以下「本件検証事業」という。）の報告書（以下「本件文書」という。）の開示

を請求したところ、本件文書の一部に記録された情報が情報公開法５条６号柱書き

及び同号イ所定の不開示情報に該当するなどとして、当該一部を開示しないなどと

する決定を受けたため、被上告人を相手に、上記決定のうち、第１審判決別紙「取

消請求部分一覧表」の通番２、３、５、６、１０、１１、１４～１６、１９～２

１、２４～２６、２９（本件文書６４頁の「実験材料」に係る箇所を除く。）、３

０～３３、３６（同７８頁の「実験材料」に係る箇所を除く。）及び３７～３９の

各「不開示箇所」欄記載の箇所（以下「本件各不開示箇所」という。）における

「取消請求部分」欄記載の事項（以下「本件各取消請求事項」という。）に係る部

分の取消し及び本件文書の本件各取消請求事項に係る部分の開示決定の義務付けを

令和６年（行ヒ）第９４号 行政文書不開示処分取消等請求事件 

令和７年６月６日 第三小法廷判決 

（処分行政庁の表示） 

被上告人        国 

処分行政庁       消費者庁長官 Ａ   



- 2 - 

求める事案である。 

２ 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 

⑴ア 機能性表示食品とは、疾病に罹患していない者（未成年者等を除く。）に

対し、機能性関与成分によって健康の維持等に資する特定の保健の目的（疾病リス

クの低減に係るものを除く。以下同じ。）が期待できる旨を科学的根拠に基づいて

容器包装に表示をする食品（特別用途食品等を除く。）であって、安全性及び機能

性の根拠に関する情報等を販売日の６０日前までに消費者庁長官に届け出たものを

いい（食品表示基準（平成２７年内閣府令第１０号。平成２９年内閣府令第４３号

による改正前のもの。以下同じ。）２条１項１０号）、食品関連事業者がこれを販

売する際には、機能性表示食品である旨、科学的根拠を有する機能性関与成分及び

当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性等を表示すべき義務等が課さ

れている（食品表示法５条、食品表示基準３条２項、１８条２項）。 

イ 消費者庁は、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」（平成２７

年３月３０日付け消食表第１４１号。平成２９年１２月２７日付け消食表第６３４

号による改正前のもの。以下「本件ガイドライン」という。）において、機能性関

与成分等につき、概要、次のとおり定めている。 

(ｱ) 機能性関与成分とは、特定の保健の目的に資する成分をいい、直接的又は

間接的な定量確認及び定性確認が可能な成分である（なお、本件ガイドラインに

は、定量確認及び定性確認が可能な成分の考え方の例として、「機能性関与成分の

考え方（例）」が添付されている。）。 

(ｲ) 機能性表示食品に求められる科学的根拠の水準は、我が国の消費者の意

向、科学的な観点等を十分に踏まえ、消費者の誤認を招くものではなく、消費者の

自主的かつ合理的な食品選択に資するものである必要があり、科学的根拠は、この

観点から、安全性の確保及び機能性の表示に当たって本件ガイドラインで示された

方法に基づき、説明されたものであることとする。 

(ｳ) 機能性表示食品の届出に当たっては、食品中の機能性関与成分等の分析に
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関する事項を説明し、次の資料を添付する。 

① 届出をしようとする食品を用いた機能性関与成分等に関する定量試験の分析

方法を示す資料（届出者において試験機関の標準作業手順書を入手することができ

る場合は当該標準作業手順書、これを入手することができない場合は操作手順、測

定条件など試験方法についてできる限り具体的に記載した資料） 

② 届出をしようとする食品に表示された量の機能性関与成分が含まれているこ

と等について第三者機関が実施した分析試験の成績書。ただし、第三者機関におい

て分析することができない合理的な理由がある場合は届出者自ら又は利害関係者に

おいて分析することも可能とする。 

ウ 内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官は、機能性表示食品に係

る食品表示基準違反について、食品関連事業者に対し、食品表示法６条１項の規定

による指示及び同条５項の規定による命令をすることができる。また、消費者庁に

おいては、届出の撤回や内容の変更を促すなどして、機能性表示食品の届出に関す

る事後監視に係る事務を行っている。 

⑵ 本件検証事業は、機能性表示食品制度の施行（平成２７年４月１日）後に現

に届け出られた機能性表示食品に係る機能性関与成分の分析方法について、試験機

関の標準作業手順書が添付されておらず、届出をした者が独自に定めた方法が示さ

れていることも多く、第三者機関において分析することができない等の問題があっ

たことから、上記分析方法に係る届出資料の質の向上を図るとともに、より適切な

事後監視を行うために必要な基礎資料を得る目的で実施されたものである。その主

な内容は、①機能性関与成分の分析方法に関する検証（届け出られた分析方法によ

り当該機能性関与成分の定量及びその定性的な同定が可能か否かの検証）と、②機

能性表示食品の買上調査（本件検証機関が購入した機能性表示食品における６種類

の機能性関与成分に係る容器包装の表示値が妥当か否かの検証）である。 

本件文書は、消費者庁から本件検証事業の委託を受けた本件検証機関においてそ

の結果を取りまとめた報告書である。 
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消費者庁は、本件検証事業の結果を踏まえ、機能性表示食品の届出をした者に対

し、分析方法についての追加資料の提出を求めるなどした。 

⑶ 消費者庁長官は、上告人から、本件文書の開示請求を受け、平成２８年１１

月１８日付けで、その一部を開示しないなどとする決定をしたが、その後、平成２

９年３月３日付けで、上記決定を変更し、本件各不開示箇所に記録された情報が情

報公開法５条６号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するなどとして、本件

各不開示箇所等を開示しないものとし、その余を開示する決定をした。 

３ 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断し、本件各不開

示箇所に記録された検証の手法や基準、検証結果（データ）、考察内容、問題点等

の情報は情報公開法５条６号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとし

て、上告人の前記１の取消請求を棄却し、これに係る開示決定の義務付けを求める

訴えを却下すべきものとした。 

本件各不開示箇所を開示することにより、消費者庁が本件ガイドラインのいかな

る部分を中心に事後監視を行っているかのほか、本件検証機関が、機能性関与成分

の分析方法に関する検証において、届け出られた分析方法につき、いかなる部分に

どの程度の不備がある場合にこれを問題視したかや、機能性表示食品の買上調査に

おいて、機能性関与成分の含有量につき、表示値からのかい離や同一製品における

数値のばらつきなどを、どの範囲でどのように問題視したかが推知され、事業者に

おいて消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指摘を免れることを容易にさ

せるおそれがあり、また、検証機関による忌たんのない検討結果の指摘を困難にす

るおそれもある。 

４ しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次

のとおりである。 

⑴ア 本件ガイドラインは、機能性関与成分につき定量確認及び定性確認が可能

な成分である旨定めているが、本件ガイドライン中に、特定の分析方法が機能性関

与成分に関する分析方法として妥当なものであるか否かを判断する際の基準となる
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ような具体的な記載があるとはうかがわれない。また、本件検証事業は、消費者庁

自らが行ったものではなく、その委託を受けて本件検証機関が行ったものであると

ころ、消費者庁が本件検証機関に対し本件ガイドラインのいかなる部分を中心に検

証を行うかについて具体的に指示したなど、本件文書に、本件検証機関が本件ガイ

ドラインにどのように依拠したかを示すような情報が記録されていることをうかが

わせる事情は見当たらない。 

そうすると、上記事実関係等のみから、本件各不開示箇所を開示することによ

り、消費者庁が本件ガイドラインのいかなる部分を中心に事後監視を行っているか

が推知されるおそれがあるものと直ちにいうことはできない。 

イ また、本件検証事業において、届け出られた分析方法につき、いかなる部分

にどの程度の不備がある場合にこれを問題視するかや、機能性関与成分の含有量に

つき、表示値からのかい離等をどの範囲でどのように問題視するかについても、消

費者庁から本件検証機関に対し具体的な基準が示されたなどの事情はうかがわれ

ず、これらについては主に本件検証機関の有する知見を用いて判断されたものとも

考えられる。しかし、当該知見が、本件検証機関の有する独自のものであって、事

業者において通常知り得ないものであるか否かは明らかでなく、本件ガイドライン

において、機能性表示食品に求められる科学的根拠の水準は、我が国の消費者の意

向、科学的な観点等を十分に踏まえたものでなければならないなどとされるにとど

まっていることも考慮すると、本件検証事業において用いられた上記の知見が事業

者においても通常知り得るような一般的なものである可能性は否定し難い。そうす

ると、本件検証機関において、機能性関与成分の分析方法や機能性表示食品の表示

内容につき、どのような場合に問題視したか等が事業者に推知されたとしても、そ

のことによって、事業者において消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指

摘を免れることを容易にさせるおそれがあるものと直ちにいうことはできない。 

ウ そして、原審は、上記ア及びイの点のほかには、本件各不開示箇所を開示す

ることにより検証機関による忌たんのない検討結果の指摘を困難にするおそれがあ
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るものといえる理由を示していない。 

⑵ 以上によれば、上記の諸点について認定説示することなく、本件各不開示箇

所を開示することにより事業者において消費者庁の事後監視や検証機関による問題

点の指摘を免れることを容易にさせるおそれがあるなどとして、本件各不開示箇所

に記録された情報が情報公開法５条６号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当

するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 

５ 論旨は以上の趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。

そして、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。 

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。なお、裁判官宇賀克

也の補足意見がある。 

裁判官宇賀克也の補足意見は、次のとおりである。 

私は、原判決を破棄差戻しとすべきとする法廷意見に賛同するものであるが、情

報公開法５条６号該当性の判断の在り方について、補足的に意見を述べておきたい。 

１ 情報公開法５条６号の趣旨 

情報公開法５条６号イの「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」は、名目的なも

のでは足りず、実質的なものであることが必要であり、「おそれ」も、抽象的な可

能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求されること、「おそれ」の

判断について行政機関の長の裁量は認められず、また、この不開示情報該当性につ

いて、被告となる国が立証責任を負うこと、同号柱書きの「事務又は事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれ」の「適正」の要件の判断に際して、開示のもたらす支

障のみならず、開示のもたらす公益も比較衡量しなければならないことについては

異論がない。 

２ 事務又は事業に関する情報該当性 

事業者からの届出に係る分析方法については、「定性」、「定量」における

「〇」「△」「×」の評価は開示されており、報告書における問題点の記載は、
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「△」「×」の評価がされたものについて、届出に係る分析方法では不十分である

ことについての指摘がされているものと推認される。 

事業者が行った分析方法について、その方法では定性確認、定量確認が十分にで

きないことは、「△」や「×」の表示で既に開示されており、本件検証機関が、あ

る事業者が用いた分析方法について、「△」や「×」の表示となった理由につい

て、「定量分析用標品の情報がない」、「クロマトグラフィ上の保持時間情報がな

い」、「開示された情報が不十分で、第三者が自分で論文等を調べて分析する必要

がある」等の指摘をした旨が開示された場合、かかる指摘を受けた事業者は、その

指摘に沿って、不十分とされた点を補うような分析方法を届け出れば足りるのであ

って、実際、平成２７年度において定性又は定量に関する分析方法の情報に不足等

があったとされた６８件のうち、６２件では変更の届出がされ、６件では撤回の届

出がされており、行政指導や行政処分に至った例はない。また、平成２８年度にお

いて定性又は定量に関する分析方法の情報に不足等があったとされた２４２件のう

ち、１４４件では変更の届出がされ、１３件では撤回の届出がされ、残る８５件で

は対応中であり、行政指導や行政処分に至った例はない。このように、検証報告書

で情報に不足等があったと指摘されても、当該指摘に沿って、不足している情報を

補う分析方法への変更の届出をすれば、行政処分はおろか行政指導を受けたことも

ないのであり、また、不足している情報を補えるような変更の届出ができない例外

的場合には、撤回の届出をすれば足りるのであって、その場合であっても、行政指

導や行政処分が行われたことはない。そうすると、定性又は定量に関する分析方法

の情報の不足等に係るコメントを開示することにより、事業者がそもそも問題点の

指摘を受けない分析方法を選択することを容易にし、検証事務の適正な遂行に支障

を及ぼす法的保護に値する程度の蓋然性があることについて、原審は審理を尽くし

ていないといわざるを得ない。 

また、事業者が問題点の指摘を受けないような脱法的方法を届け出ることができ

ると仮定しても、事業者が届け出た分析方法は公表されるのであるから、その方法
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が妥当なものかは、当然、多数の専門家が検証することになり、それが脱法的な方

法であれば、そのことが明らかにされることになると考えられる。その場合のレピ

ュテーション・リスクは甚大であるから、あえて時間とコストをかけて、かかる脱

法的な方法を考案しようとする事業者がいることは、容易に想定し難い。届け出た

分析方法に不備がある旨指摘された事業者は、そのことのみでは法的に責任を問わ

れることはなく、変更の届出をするか、それができない場合には届出を撤回すれば

足りるのに対して、あえて検査で問題点を指摘されないような脱法的な方法を用い

て、科学的根拠に基づかずに機能性を表示するなどして機能性表示食品を販売すれ

ば、不当景品類及び不当表示防止法５条１号の優良誤認表示として、同法７条１項

の規定により措置命令を受けたり、同法８条１項１号の規定により課徴金納付を命

じられたりするおそれがある。届出の変更又は撤回をすれば足りるのに、あえてそ

のような危険を冒して脱法的行為をする者が存在することは容易に想定し難い。し

たがって、「△」や「×」の表示となった理由について開示することにより、消費

者庁の監査の事務の遂行に支障を及ぼす「法的保護に値する程度の蓋然性」がある

ことについて、原審は審理を尽くしていないと考えられる。 

さらに、情報公開法５条６号柱書きの「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれ」の「適正」の要件の判断に際して、開示のもたらす支障のみならず、開

示のもたらす公益も比較衡量しなければならないことは、異論のないところである

が、原審は、一方において、開示のもたらす支障について、抽象的なおそれを過大

に評価しながら、開示がもたらす公益については、全く考慮した形跡が窺われな

い。「△」や「×」の表示となった理由について開示することがもたらす公益は大

きい。すなわち、「△」や「×」の表示となった理由について開示されれば、予測

可能性を向上させ、他の事業者が、あらかじめ分析方法の不備を認識して同様の指

摘を受けないように分析方法を改善する端緒になり、事業者全般にとってメリット

が大きい。また、行政にとっても、それによって、不備な分析方法について問題を

指摘する行政コストの軽減を図ることができる。さらに、事業者や行政に限らず、



- 9 - 

食品分析の研究者等の専門家も、「△」や「×」の表示となった理由について開示

されれば、分析方法の改善を提言する資料が得られることになる。また、国民一般

にとっても、食品行政の透明性が向上することになり、それへの信頼を高めること

ができる。 

原審は、開示のもたらす支障が、法的保護に値する蓋然性に当たるかについての

審理を尽くしておらず、かつ、開示がもたらす多面的な利益を考慮していない点

で、審理不尽といわざるを得ないと思われる。 

(裁判長裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官     

石兼公博 裁判官 平木正洋) 


